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令和７年４月１４日  

生活文化政策部  

 

世田谷区立世田谷美術館分館 清川泰次記念ギャラリー基本構想（案）について 

 

 

１ 主旨 

 世田谷区立世田谷美術館分館 清川泰次記念ギャラリー（以下「清川分館」）につ

いて令和６年７月に取りまとめた整備方針において改築することとし、本整備方針

を踏まえた検討を進め、基本構想（案）を取りまとめたので決定する。 

 

２ 基本構想（案）の概要 

（１）基本的な考え方（整備方針より抜粋） 

〇当分館は世田谷美術館分館で唯一区民ギャラリーを有し、区民のアート活動等

を支援する施設であり、区の文化・芸術のブランド力向上に大きく寄与してき

た。また、成城学園前駅から徒歩５分の立地であり、地域を象徴する文化施設

の１つである。 

〇コロナ禍には区民ギャラリーの利用率は低下したが、令和５年度には 100％の 

稼働率となった（年末年始及び展示替え期間の休館日を除く予約枠 43週中、

43週の利用）。区民ギャラリーのニーズは高く利用料収入の見込みもあること

から、区民ギャラリーの拡大を含めて検討する。 

〇区民ギャラリーについては、区内アーティストの活動の場としても活用し、若

手アーティストの作品展示を定期的に開催するなど、世田谷区第４期文化・芸

術振興計画に基づくアーティスト支援に向けた取組みを進める。 

〇美術館としての存在感を出すため、通りから一目でギャラリーとわかる工夫 

や、広報の充実等により清川泰次記念ギャラリーの存在を知ってもらう取組み

を進めることで入場者数向上を図る。 

〇展示棟と倉庫棟を一体的に整備し、展示及び収蔵の機能強化を図る。 

〇ふるさと納税制度を活用した寄附を呼び掛け、整備費用に充てることとす

る。 

 

（２）基本的方針 

  〇現在の特徴であるギャラリー機能や建物の意匠を継承しつつ、地域の風景と

調和する美術館らしい佇まい 

  〇外観から一見して美術館（ギャラリー）とわかる存在感ある施設づくり 

（付議の要旨） 

 世田谷区立世田谷美術館分館 清川泰次記念ギャラリー基本構想（案）を取り

まとめたので決定する。 
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  〇建物と庭が一体化した開放感のある空間づくり 

  〇地域の文化・芸術の拠点として、区民のアート活動を支援する施設づくり 

  〇清川泰次作品という文化資源を確実に次世代に繋ぎ広める施設づくり 

 

（３）計画概要 

  ①敷地・建物概要 

  名称 内容 

所在地 成城２－22－17（地番：２－117－４） 

敷地面積 599.88㎡ 

建物概要 展示棟：鉄筋コンクリート造一部補強コンクリートブロック造 

昭和 36年建築（築 63年） 

倉庫棟：木造 平成 15年建築（築 21年） 

延床面積 238.57㎡（1階 184.16㎡／2階 54.41㎡） 

用途地域等 第一種低層住居専用地域／容積率：80％／建ぺい率：40％／ 

第１種高度地区／防火指定なし 

   

②施設の整備概要及び必要諸室  

ゾーン 必要諸室 
現施設 

面積 

改築後 

面積 
備考 

清川展示 

ギャラリー 

展示室 

収蔵庫 
約 135 ㎡ 約 140 ㎡ 

収蔵庫は、改築後も清川作品を収

集できるよう、収納効率を高める

工夫を図るなど、設計において必

要な規模を検討する。 

区民 

ギャラリー 

ギャラリー 

（バックヤード） 
約 35 ㎡ 

約 45 ㎡ 

(10 ㎡) 

区民の創作活動の発表の場とし

て貸出を行うギャラリー。 

共用部・ 

管理諸室 

事務室・ショッ

プ、職員休憩

室、授乳・搾乳

スペース等 

約 70 ㎡ 約 85 ㎡ 

UD 条例に対応した廊下幅員やス

ロープ、また授乳・搾乳スペース

等を設置するため現状よりも大

幅に面積は増加する。 

 合計 約 240 ㎡ 約 270 ㎡  

 

③建物用途 

本建物の用途は建築基準法上「美術館」であり原則、第一種低層住居専用地

域には建築不可である。そのため、建築基準法第 48条の許可要件を満たし許可

を取得する必要がある。近隣への説明を十分に行い、計画内容を許可担当課と十

分協議しながら進めることとする。 
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④配置・外観等 

区民ギャラリーは南側庭及び道路に面した配置とし、道路からの視認性を高

めるとともに開放感のある印象とする。 

また、以前の清川泰次邸の面影を連想でき、かつ隣家との調和を意識した外

観とする。外観の撮影等も考慮し、近隣住宅が写り込まないよう配慮した建物

の高さや配置とする。 

  ⑤外構 

メインアプローチは道路との高低差があるため、現在と同様にスロープを設

置し、庭を楽しみながらエントランスに向かう造りとする。 

区民ギャラリー用駐車場を区民ギャラリー近くに配置することで、搬出入時

の利便性を高めるとともに、話し声などによる近隣への影響に配慮する。ま

た、開館中に搬出入作業を行うため、入館者の動線と交差しない動線である必

要がある。 

展示室への展示搬入は基本的に閉館時に行うため、スロープを使用して搬入

車両がエントランス付近に駐車できるようにする。 

 

（４）環境対策  

 〇「公共施設省エネ・再エネ指針基準」、「世田谷区公共建築物ＺＥＢ指針」等を

踏まえ、建物の断熱性能の向上や高効率機器の導入等による消費エネルギーの

削減、及び太陽光発電パネルの設置、グリーンインフラなどの環境に配慮した

施設とする。 

 

３ 概算経費 

（１）概算事業費（改築費、設計費、解体費） 

   合計 約 3.0億円 

   （内訳） 改築費   約 2.4億円 

   設計費   約 0.2億円 

   解体費   約 0.4億円 

  ※概算事業費には、外構・植栽・駐輪場等の整備費は含んでいない。 

  ※概算事業費にはＺＥＢ化にかかる改築費及び設計費を含んでいる。 

   特定財源 なし 

 

（２）施設維持管理費（想定） 

   約２，０００万円／年 

   ※同施設の過去データから、ＺＥＢ改築による光熱費削減額を考慮した金額 

 

 

 

3 



4 

 

４ ふるさと納税制度を活用した寄附募集の実施 

アート活動等の支援に繋がる拠点整備という観点で区内外からの共感を集めるた

め、クラウドファンディングの手法を活用するなどして、寄附募集を行う。 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

 令和  ７年４月    区民生活常任委員会 

令和 ７年度      基本設計（プロポーザル実施） 

 令和 ８年度      実施設計 

 令和 ９年度      解体・建築工事 

 令和１０年度以降    建築工事・新施設開設 

 

【案内図】 

 

4 



5 

 

【現状配置図】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ゾーニング案】 
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第１章 基本構想の概要 

 １－１ 改築にあたって 

  清川泰次記念ギャラリーは令和８年度に築 65 年を迎えることから、令和４年度に
長寿命化調査を実施し、コンクリート強度や中性化進行度等の調査結果及び隣地建物
との距離等を踏まえ、「長寿命化不適当」との結論が出された。 

 世田谷区第４期文化・芸術振興計画の将来像に掲げた「誰もが文化・芸術を楽しめ
るまち 世田谷」の実現に向け、区民が文化・芸術に触れる場であり、区民の文化・
芸術活動発表の場である当施設の重要性を鑑み、令和６年７月５日に改築することと
して整備方針を決定した。 

 

 １－２ 世田谷美術館と分館 

     区内には、昭和 61 年３月に開設した世田谷美術館の他、向井潤吉アトリエ館（平
成５年７月開設）、清川泰次記念ギャラリー（平成 15 年 11 月開設）、宮本三郎記念美
術館（平成 16 年４月開設）の３つの分館がある。 

     世田谷美術館（本館）では、区が所有する美術品を活用した収蔵品展の他、他施設
からの借用品を含めた企画展を開催しており、３つの分館においては、それぞれの収
蔵品による収蔵品展を開催している。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

宮本三郎記念ギャラリー 

向井潤吉アトリエ館 

世田谷美術館 

清川泰次記念
ギャラリー 

世田谷美術館及び分館の配置 
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 １－３ 基本的な考え方（整備方針より抜粋） 

（１）当分館は世田谷美術館分館で唯一区民ギャラリーを有し、区民のアート活動等 

を支援する施設であり、区の文化・芸術のブランド力向上に大きく寄与してき 

た。また、成城学園前駅から徒歩５分の立地であり、地域を象徴する文化施設 

の１つである。 

（２）コロナ禍には区民ギャラリーの利用率は低下したが、令和５年度には 100％の 

稼働率となった（年末年始及び展示替え期間の休館日を除く予約枠 43 週中、43 

週の利用）。区民ギャラリーのニーズは高く利用料収入の見込みもあることか 

ら、区民ギャラリーの拡大を含めて検討する。 

（３）区民ギャラリーについては、区内アーティストの活動の場としても活用し、若 

手アーティストの作品展示を定期的に開催するなど、世田谷区第４期文化・芸 

術振興計画に基づくアーティスト支援に向けた取組みを進める。 

（４）美術館としての存在感を出すため、通りから一目でギャラリーとわかる工夫 

や、広報の充実等により清川泰次記念ギャラリーの存在を知ってもらう取組み 

を進めることで入場者数向上を図る。 

（５）展示棟と倉庫棟を一体的に整備し、展示及び収蔵の機能強化を図る。 

（６）ふるさと納税制度を活用した寄附を呼び掛け、整備費用に充てることとする。 

  

 １－４ 基本的方針 

  清川泰次記念ギャラリー改築にあたっての基本的方針は、次のとおりとする。 

  〇現在の特徴であるギャラリー機能や建物の意匠を継承しつつ、地域の風景と調

和する美術館らしい佇まい 

  〇一見して美術館（ギャラリー）とわかる存在感ある施設づくり 

  〇建物と庭とが一体化した開放感のある空間づくり 

  〇地域の文化・芸術の拠点として、区民のアート活動を支援する施設づくり 

  〇清川泰次作品という文化資源を確実に次世代に繋ぎ広める施設づくり 
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第２章 現状分析【建築与条件検討資料】 

２－１ 敷地状況 

（１） 周辺状況、周辺写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

入口、建物外観 建物（展示室） 

正面入口～道路 道路面（駐車場） 

施設裏（勝手口） 

倉庫棟 

展示棟 

駐車場 
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（２） 周辺地図、写真 

 

 

施設から南方向 

 

施設から北方向 
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（３）既存樹木 

  アカマツ及びモミジについては残す方針とし、樹木診断を実施しその結果も踏ま
え検討する。その他の工事に支障となる樹木については、伐採を基本とするが、植
替えや新たに植栽することで既存庭の雰囲気を可能な限り継承する。 
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（４） 現況建物 

所 在 地：世田谷区成城２丁目 22 番 17 号 

敷地面積：599.88 ㎡ 

建物概要：展示棟 鉄筋コンクリート造一部補強コンクリートブロック造／ 

         ２階建て／昭和 36 年建築／延床面積 172.55 ㎡ 

     倉庫棟 木造／２階建て／平成 15 年建築／延床面積 66.02 ㎡ 

     延床総面積 238.57 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 画家・清川泰次氏について 

1919（大正８）年、静岡県浜松市に生まれた清川泰次氏は、学生時代、写真
部に所属する一方、独学で油彩画を始める。初期は具象的な作風から出発。
1950 年代に渡米を経験し、本格的に抽象表現へ移行。晩年まで徐々にスタイル
を変えながら、ものの形をうつすことに捉われない独自の芸術を追求し、絵画
のみならず、日用品のデザインまで幅広く手掛けた。 

1949（昭和 24）年、成城にアトリエ兼住居を構え、亡くなるまで同地で活動
した。 

同氏の作品は、絵の中に物語や「もの」を写し入れることをせず、自由な線
と色と面の構成で、いまだかつて見たこともない美を創り出すことがテーマと
なっている。 

＜作品/グッズ＞ 
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（６） 施設開設の経緯 

平成 13 年に区内在住の画家である故清川泰次氏の遺族より、区の文化振興を目
的として、住居兼アトリエであった土地建物及び作品等の寄贈を受けた。 

このことを受け、区は世田谷美術館分館として清川泰次記念ギャラリーを整備
し、平成 15 年に開館した。本ギャラリーでは、清川泰次氏の作品を展示すると
ともに区民ギャラリーを併設し、区民の文化活動を発表する場として運営する
こととしている。 

 

（７）施設の利用状況 

 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

収蔵品展      

入場者数 2,001 人 965 人 1,537 人 1,490 人 1,906 人 

収納金 246,010 円 136,750 円 188,340 円 244,540 円 225,480 円 

区民ギャラリー      

利用団体数 39 団体 9 団体 32 団体 34 団体 43 団体 

入場者数 4,839 人 938 人 3,491 人 3,569 人 5,188 人 

利用料金 327,170 円 263,850 円 439,960 円 647,590 円 596,960 円 

利用率 93％ 29％ 70％ 77％ 100％ 

入場者数合計 6,840 人 1,903 人 5,028 人 5,059 人 7,094 人 

収納金合計 573,180 円 400,600 円 628,300 円 892,130 円 822,440 円 

 

（８）施設内観及び各室の概要 

ア）展示室 

 

天井が高く開放感のある展示室は、
清川氏のアトリエであったため、床材
には絵の具の跡が残っている。 

また、階段下に設置された扉は、一
度緑色のペンキで塗った後拭きとり、
うっすらとした風合いを出すなど清
川氏のこだわりが見られる。 

階段上は倉庫及びバックヤードス
ペースとなっており、来館者の立ち入
りはできない。 
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イ）小展示室  

 

 かつては娘の部屋として使われて
いたスペース。当時から設置されてい
る飾り棚を活かし、作品・資料などを
展示。 

 また、庭に面しているので、ソファ
ーを置き、セルフサービスでお茶を用
意し、鑑賞者がくつろげるようにして
いる。 

ウ）区民ギャラリー① 

 

 かつては居間として使われていた
スペースを、美術館として開館する
際、区民の作品発表の場としても活用
できる文化施設にするという方針か
ら、週単位で貸し出すギャラリースペ
ースとなった。 

 区民ギャラリー②と分断されてい
るため、利用面積すべての活用が難し
い造りとなっている。 

エ）区民ギャラリー② 

 

 区民ギャラリーとして作品を展示
するほか、展示期間中に作品梱包資材
の保管場所として利用する他、区民ギ
ャラリー利用者の休憩場所等バック
ヤードとして使用されることもある。 

オ）収蔵庫（１階） 

 

作品量に見合った面積でないため、
通路が確保できず、棚前の床や空調機
周りにも作品や資料が積み上げられ
ており、空調機配管からの結露の発生
などが懸念される。  

また、空調室外機の騒音に対する苦
情により夜間の空調運転を停止して
いるため、作品の適正な保管ができて
いるとは言い難い状況である。 
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カ）収蔵庫（２階） 

 

 三方に棚を造作し、小さな作品など
収蔵している。 

 一階同様、作品量に見合った面積で
ないため、床がふさがった状態となっ
ている。 

キ）受付・ショップ 

 

 観覧料の支払いや、グッズの販売を
行っているため、事務室に隣接し、レ
ジスター及びグッズ等の配置スペー
スが必要となる。 

ク）事務室 

 

 受付・ショップに隣接して設置し、
職員３名の執務及び書類保管等に必
要なスペースを確保する。 

ケ）倉庫・バックヤードスペース 

 

 清川泰次氏関連資料やグッズの在
庫、掃除用品、防災用品などを保管す
るほか、職員や清掃委託事業者の休憩
室・ロッカー室としても利用してい
る。 
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コ）エントランス 

 

 自宅兼アトリエであった当時の床
を活かしているため、靴を脱いで入館
することとなっており、転倒防止のた
めの手すりが設置されている。 

 土足のまま入館が可能であるフラ
ットな動線が望まれる。 

サ）区民ギャラリー搬入口 

 

 通常の入館とは別に、区民ギャラリ
ー利用者の搬入口として利用してい
る。 

 コンクリートの打ちっぱなしの状
態や銀色のドア、靴箱など当時の状態
を活かしている。 

  

シ）庭・駐輪場 

 

 庭の手前に駐輪場、奥側に庭が配置
されている。 

 清川氏生前時も芝生が敷かれ、樹木
も一部活かした造園となっている。 

 定期的に造園業者により季節の花
を植替えし、来館者の目を楽しませて
いる。 

 駐輪場となっている手前のタイル
も当時のものである。 

 

ス）職員通用口 

 

 職員の通用口であるとともに、２ｔ
トラックまでの駐車が可能であるた
め、工事・作業車両などの駐車、職員
の自転車の駐輪等に使用している。 
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第３章 計画条件の検討【建築与条件検討資料】 

３－１ 敷地概要（現況） 

名称 内容 

所在地 成城２－22－17 （地番：２－117－４） 

敷地面積 599.88 ㎡ 

接道 区道（42 条 1 項 1 号） 

・道路幅員 現況：6.15～6.18m（認定幅員 6.27m） 

   

 

 

配置図(2020 年) 
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道路認定              公有地(色塗り部分) 

 寄附当初の配置図（2002 年） 
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 寄附当初の１階平面図（2002 年） 

寄附当初の２階平面図（2002 年） 
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 現況 1 階平面図(2020 年改修工事図面より) 

 

現況２階平面図(2020 年改修工事図面より) 
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３－２ 法的条件(都市計画法)都市計画概要 

名称 内容 

用途地域 第一種低層住居専用地域 

容積率／建蔽率 80％／40% 

防火地域 指定なし 

高度地区 第一種高度地区 絶対高さ 10ｍまで 

敷地規模の最低限度 100 ㎡ 

日影規制 ３時間以上(5m ﾗｲﾝ)２時間以上(10m ﾗｲﾝ) 測定面 1.5m 

その他の地域・地区 宅地造成等工事規制区域 

参考 景観計画区域(一般地域)、街づくり誘導地区(成城地区地区
街づくり計画)、成城憲章(区民街づくり協定) 
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３－２ 関連する主な法令、条例等 

（１）関係法令等一覧表 

  関係法令 

 都市計画法 

 建築基準法・同施行令 

 消防法・同施行令 

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化促進に関する法律（バリアフリー法） 

 ほか、上記法令に関する関係規定 

関係条例 

 東京都建築安全条例 

 世田谷区街づくり条例（成城地区地区街づくり計画） 

 世田谷区中高層建築物などの建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 

 世田谷区みどりの基本条例 

 世田谷区風景づくり条例 

 世田谷区ユニバーサルデザイン（ＵＤ）推進条例 

 世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例
（バリアフリー建築条例） 

 世田谷区建築物浸水予防対策要綱 

 世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱 

 清掃・リサイクル条例集合住宅、事業用建築物の廃棄物保管場所等の要綱 

関係指針 

 世田谷区公共建築物等における木材利用推進方針 

 世田谷区公共建築物ＺＥＢ指針 

 せたがやグリーンインフラガイドライン 

 座れる場づくりガイドライン 

  

〇建築基準法第 48 条 用途許可（届出/協議先：建築調整課） 

・建物用途は「美術館」であり、原則、第一種低層住居専用地域には建築できない用途
である。 

・平成 13 年に寄贈を受けた建物は「アトリエ兼住宅」として建築され、平成 15 年に一
部改修と増築(倉庫)を行い「文化施設(アトリエ館)※」として開館した。既存の住宅を
活かしての開館であったため、最小限の改修で対応した。※図書館に類する用途  

・今回は新築であるため、「美術館」として、建築基準法第 48 条の用途許可を取得した
うえで計画通知の申請を予定している。許可取得にあたっては、公聴会で意見を聴取し
建築審査会の同意を得ることとなる。許可要件は、「第一種低層住居専用地域における良
好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認められる」
ことである。  

・「美術館」は第二種中高層住居専用地域で建築可能である。（建築基準法別表２より 

「1,500 ㎡以内かつ 2 階以下の場合」） 
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〇みどりの計画書・緑化地域制度（届出/協議先：砧総合支所街づくり課） 

・面積が 250 ㎡以上の敷地における建築物の新築・増築に該当するため、世田谷区みど
りの基本条例に基づき、みどりの計画書の対象となる。 

・都市計画に定めた緑化率を満たすことが建築確認及び完了検査の要件となる。 

Ⅰ 地上部の緑化基準 

敷地面積 500 ㎡以上 1,000 ㎡未満、建蔽率 40％の場、敷地面積の 20％の緑化が必
要となる 

Ⅲ 樹木の本数基準 

樹木本数基準面積（地上部緑化基準面積-控除面積（水流、池、園路、土留め））を
基に、樹木の区分に応じて基準以上の樹木本数を確保する。   

ⅳ 接道部の緑化基準 

「その他の施設」に該当し、敷地面積 500～1,000 ㎡のため、接道延長の 3/10 の
緑化が必要となる。 

 

〇世田谷区中高層建築物などの建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 

（届出/協議先：砧総合支所街づくり課） 

・第一種低層住居専用地域においては、軒の高さが７ｍを超える建築物又は高さが８
ｍを超える建築物又は地階を除く階数が３以上の建築物は中高層建築物に該当す
る。 

・中高層建築物等を建築する際は、標識の設置後、中 15 日の後（標識を設置した日を
含めて 17 日目以降）に建築確認申請その他の提出の手続きを行うことができる。 

・第一種低層住居専用地域に建築する中高層建築物は隣接住民説明の実施が必要であ
る。 

  隣接住民へあらかじめ、日影の影響や、電波障害調査による電波障害の対応策等の
説明をする。 

 

〇世田谷区雨水流出抑制施設（届出/協議先：土木部工事第２課工務担当） 

・公共施設の新築が設置対象であり、敷地面積 150 ㎡以上のため、計画書の提出が必
要である。 

・対象施設は「公共施設」に該当するため、１ha 当たり 600 ㎥以上確保する。 

 

〇世田谷区公共建築物等における木材利用推進方針 

・公共建築物の建築においては、施設の特性を踏まえて積極的に木材を使用し建築 

物の木造化、木質化を図る。 

 

〇世田谷区公共建築物 ZEB 指針 

・公共建築物を新築・改築する場合においては、Nearly ZEB（BEI≦0.25）を目指
す。ただし、屋上緑化・設備機器設置・屋上利用等により、太陽光発電設備を有効
に設置できる面積が十分確保できない場合は、当面は ZEB Ready（BEI≦0.50）を
実現することとし、実用的な技術革新が進んだ際には、Nearly ZEB が達成できる
水準を目指す。 
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〇せたがやグリーンインフラガイドライン 

・庁舎や学校、保育園、福祉施設、区営住宅等の公共施設においては、建物及び屋外
の状況等を考慮して、雨水貯留浸透施設や植栽帯等のグリーンインフラ施設の設置
を推進する。 

  

〇座れる場づくりガイドライン 

・公共施設の入口は、来訪者を歓迎し、人と人との出会いが生まれる場でもあるた
め、複数人が座れるベンチなどを設置し、座れる場づくりを進める。 
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３－３ 施設の整備概要及び必要諸室 

（１）１階及び２階 

ゾー
ン 

室名 
現施設 

面積 

改築後 

面積 
備考 

展
示
室 

展示室 

 

60 ㎡ 約 55 ㎡ 清川泰次作品を展示する。 

天井の高さを高くするなど、ア
トリエがあった時代の開放感の
ある空間イメージを継承する。 

収
蔵
庫 

収蔵庫 74 ㎡ 

 

約 85 ㎡ 作品約 700点及び資料等を収蔵す
るため、24 時間稼働の温湿度管理
設備を備えたものとする。また、
現作品量に対しての保管スペー
スが狭く、やむを得ず積み上げる
等、保管状態が悪い状態である。
天井高を利用した収納棚の設置
など、改築後も清川作品を収集で
きるよう、収納効率を高める工夫
を行うなど、設計において必要な
規模を検討する。 

１階で収蔵庫面積が不足する場
合は一部を２階建てとし、天井高
さはそれぞれ収蔵品が効率的に
収納できかつ安全に出し入れで
きるような高さを確保する。２階
建てとしない部分については、作
品の最大長辺が３ｍであるため、
作品の出し入れが容易に行える
高さとする。 

また、作品の調査・研究について
は収蔵庫内で行うことが望まし
いため、美術品を広げられる作業
スペースの確保が必要となる。 

区
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー 

区民ギャラリー 36 ㎡ 約 35 ㎡ 区民の創作活動の発表の場とし
て貸出を行うギャラリー。 

区民ギャラリーバッ
クヤード 

－ 約 10 ㎡ 【新設】区民ギャラリー利用者
の物品保管及び休憩スペース 

管
理 

事務室・ショップ 15 ㎡ 約 18 ㎡ 事務員（３名）の事務スペース
及び入館料の支払い、清川泰次
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氏作のグラスやポストカード等
を販売するショップ 

職員休憩室 22 ㎡ 約 15 ㎡ 職員・清掃従事員などの休憩室 

倉庫（バックヤード） － 約７㎡ 清川泰次氏に関する美術資料や
グッズ等を保管 

エ
ン
ト
ラ
ン
ス 

エントランス ４㎡ 約 26 ㎡ ※UD 条例に対応した廊下幅員やスロー

プ等を設置するため現状よりも大幅に

面積は増加する。 

トイレ 10 ㎡ 約２㎡ 男女共用とする。 

バリアフリートイレ 約５㎡ 車椅子、オストメイト、おむつ
替えベッド、ベビーチェア 

授乳・搾乳スペース － 約２㎡ 【新設】レイアウトを工夫し確
保する。 

その他共用部  17 ㎡ 約 10 ㎡ 空調機械スペース。 

 合 計 238 ㎡ 約 270 ㎡  

 

 

（２）屋外 

機能 面積（㎡） 備考 

駐車場（身障者用） 17.5 ㎡ 3.5m×５ｍ程度 

駐車場（搬入用）  ・区民ギャラリー作品搬入時の一時的な駐車スペ
ース。展示室の開館中に搬出入を行うため、展示
室来館者の動線と交錯しないこと。 

・展示室の展示替え（２回程度／年）に伴う作業
台の搬出入や作品の燻蒸作業等を行う際は、２ｔ
トラックを用いる。基本的に閉館時の作業であ
り、一般利用者の来場もないため、エントランス
付近まで２ｔトラック（箱車）の進入及び駐車を
行い、搬出入を行う。 

駐輪場  ８台程度駐輪が可能な駐輪スペース 

（職員用３台、来館者用５台） 
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第４章 施設整備の概要【建築与条件検討資料】 

４－１ 施設の概要 

（１）建物用途 

本建物の用途は建築基準法上「美術館」であり原則、第一種低層住居専用地域
には建築不可である。そのため、建築基準法第 48 条の許可要件を満たし許可を取
得する必要がある。近隣への説明を十分に行い、計画内容について許可担当課(建
築調整課)と十分協議しながら進めることとする。 

許可要件：「第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれ
がないと認め、又は公益上やむを得ないと認められる」 

（２）配置・外観等 

本敷地は、第一種低層住居専用地域に位置するため、原則、建物の高さを 10ｍ以
下とする制限が定められている。また、第一種高度地区による高さ制限も定められ
ているため、本建物は２階建てとする。 

区民ギャラリーは南側庭及び道路に面した配置とし、道路からの視認性を高める
とともに開放感のある印象とする。 

また、以前の清川泰次邸の面影を連想でき、かつ隣家との調和を意識した外観と
する。 

（３）各室の方向性 

 ①展示室 

  大型作品展示のため、一定の高さを確保しつつ、メンテナンスが容易になるような
天井高（概ね４ｍ以下）とする。現状の大展示室と同等の面積を維持し、展示室内の
環境を一定に保つため窓はなしとする。 

また、作品の適正な管理のため、24 時間稼働の温湿度管理設備を備えるとともに、
空調効果を高めるための扉を入口に設置する。 

現在の床については可能な限り保存し、改築後の展示室において活用することを検
討する。 

 ②区民ギャラリー 

  壁面への展示がしやすい形状であるとともに、庭及び道路に面し、２面採光が可能
な配置とすることで、道路からの視認性を高め、庭と一体感のある展示が可能となる
ようにする。有孔ボードも使えるようにし、その場合もギャラリーとしての視認性の
工夫を行う。本館区民ギャラリーに対し、住宅スケールでの展示空間の良さに惹かれ
る利用者も多いため、現状のスケールと大きく異ならないようにする。 

  また、利用者で賑やかになるため、近隣に音が響かない設計が必要である。 

 ③収蔵庫 

  24 時間稼働の温湿度管理設備を備えるとともに、効率的に作品の収蔵が可能な造り
とする。また、１階で収蔵庫面積が不足する場合は一部を２階建てとし、天井高さは
それぞれ収蔵品が効率的に収納できかつ安全に出し入れできるような高さを確保す
る。２階建てとしない部分については、作品の最大長辺が３ｍであるため、作品の出
し入れが容易に行える高さとする。 
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  現在の収蔵庫面積では作品量に対し収蔵スペースが不足し、適正な保管ができてい
ないことから、作品にカビが発生し、修復が必要となるといった状況が発生している。 

  なお、２階は収蔵庫のみを計画しており、利用頻度が低いこと、また一部の職員が
出入りするだけであり、多数のものが利用する「利用居室等1」には該当しないため、
昇降機（エレベーター）は設置しない。また小荷物昇降機についても検討したが、搬
送可能な美術品が限定されるため設置しないこととした。 

 ④搬入経路・動線 

  現状、敷地は道路面よりも高く、敷地入口からエントランスまではスロープが設置
されている。 

展示室においては年２回展示替えの際、２ｔトラック（箱車）から展示台等の搬入
を行うため、２ｔトラックの通行・搬入が容易に行える搬入経路が必要となる。搬入
はエントランスから行うこととし、エントランス付近まで２ｔトラックが進入できる
経路を確保するものとする。 

また、毎週火曜日・日曜日には区民ギャラリーの搬出入のため搬入用駐車場を使用
するが、展示室は開館しているため、入館者の動線と交差しない動線である必要があ
る。 

 ⑤受付・ショップ 

  防犯上、職員の目が届くよう、エントランスから来館者の出入りが視認できる造り
とし、展示室と区民ギャラリーの間に設置する。また、ショップ部分には漆喰の壁や
木材を使用したカウンター等、温かみのある空間とする。 

  また、トイレの音が響かないような配置とする。 

  必要な物品等を収納できる広さを確保するとともに、物品や文書量の削減もあわせ
て検討する。 

 ⑥倉庫・バックヤード 

  商品在庫や保管文書、防災用品等の保管スペースを確保するとともに、職員休養室
等として使用できる個室を確保する。 

 ⑦区民ギャラリーバックヤード 

  展示台等の貸出し物品（附帯設備）の収納の他、区民ギャラリー利用者の作品梱包
を展示期間中保管するとともに、利用者の休憩スペースとして使用するバックヤード
を確保する。また、セキュリティ上、完全な個室とならないよう、区民ギャラリーと
連続性のある造りを検討する。 

 ⑧エントランス 

  来館者の出入りを見渡すことが可能で、庭の景観との繋がりが保てる設計とする。
入口での待ち合わせなどもあるため、ベンチなど館内にも座れる場所を確保し、涼風
スポットとしての利用も可能な造りとする。 

  また、清川泰次氏の経歴や、改築前の建物の様子を展示するなど、展示室への誘導

 

1 利用居室等（世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則別表第２ 移動等円滑化経路等） 

不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室その他室 
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を検討するほか、ZEB 化やグリーンインフラの施設解説パネルや、CO2 の削減、省エネ
効果の状況が確認できるモニターの設置など、成城地域を含む区民が脱炭素化の見え
る化が確認できる空間とする。 

  現建物は元が自宅兼アトリエであったため土足禁止となっているが、改築後は土足
のまま入場できるフラットなエントランスとする。 

 ⑨庭 

  庭と今の建物とのバランスは、清川泰次記念ギャラリーの景観のみならず、成城の
住宅地の持つ風景や雰囲気に大きく貢献しているため、庭は現状と同規模とし、庭を
活かした建築とする。 

 ⑩その他 

  地域のイベントに参加するなど地域に根差した活動を広げることで、地域との繋が
りを深め施設の認知度を高めるとともに、より周辺住民から愛される施設となること
を目指す。 

また、周辺に AED（自動体外式除細動器）の設置がない地域であるため、公共施設と
して AED の設置を検討する。 

 

（４）駐車場・駐輪場 

  ・駐車場は、メインアプローチに近接して身体障害者用として１台分、区民ギャ
ラリーに近接して区民ギャラリー搬出入用駐車場を確保する。 

  ・駐輪場は、８台分程度確保する。（職員用３台、来館者用５台） 

 

（５）緑化 

  ・法令等に基づき、敷地面積 20％以上かつ接道部分の３／10 以上を緑化として整
備する。アカマツ及びモミジについては、樹木診断の結果を踏まえ残すことと
する。 

 

（６）屋上活用 

構造や荷重、設置面積等も踏まえ、設備機器や太陽光パネルの設置なども検討す
る。 
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４－２ 防災計画の考え方 

（１）世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針 

該当なし 

（２）世田谷区地域防災計画・成城地区防災計画 

  ・震度分布は６強、液状化危険度は PL＝０（PL 値が小さいと液状化発生の可能性が
小さい） 

  ・内水氾濫は０ｍ 

  ・多摩川洪水は浸水範囲外となる。 

  ・既存施設は避難所や集合場所、防災倉庫の指定はない。 

  ・本施設は、避難所等として運営することはないため、職員の３日分の食糧、防災
用毛布等及び来館者配布用の飲料水や簡易防災食等の備蓄を行うこととし、受水
槽は設置しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）運営 

＜多摩川洪水版ハザードマップ＞ 

  

＜内水氾濫・中小河川洪水版ハザードマップ＞ 

  

清川泰次記念ギャラリー 

清川泰次記念ギャラリー 
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４－３ 運営管理体制 

 施設の運営形式、開館時間は以下のとおり。 

 運営形式：指定管理 

 開館時間：10 時～18 時（入館は 17 時 30 分まで） 
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第５章 計画の概要、施設機能の検討 

５－１ 施設の配置・ゾーニング案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－２ 構造検討 

（１）計画概要 

構造計画においては、設計与条件を意匠及び設備の各担当者と協議し、将来計
画を考慮の上、建物規模・工事費・工期などの条件を満足させる。要求事項を
適正にとらえ、機能性・安全性・施工性・耐久性に優れた構造体を追求する。 

（２）計画建物構造概要 

施設用途：美術館（建築基準法） 

建物規模：地上２階 

（３）構造計画 

① 上部構造 

・本建物は、「建築構造設計指針（監修 東京都建築構造行政連絡会）最新版」「官
庁施設の総合耐震・対津波計画基準(最新版)」に倣い、構造体の耐震安全性の分
類を「Ⅲ類」とし、「重要度係数Ｉ＝１．０」として計画する。 

・構造種別については、施設用途や近隣状況等を鑑み、基本設計で検討を行う。 

② 基礎構造 

・基礎構造は敷地内で実施する地盤調査報告書に基づき設計を行う。 

・本施設は平屋又は一部２階建ての低層建物を想定している。 
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③ 構造に係る課題 

・美術品の展示・収蔵を行う環境として、空気の汚染による作品・資料の劣化を避
けるため、構造種別については「美術館・博物館のための空気清浄化の手引き」
（独立行政法人国立文化財機構 東京文化財研究所 保存科学研究センター）を参
考とし、汚染物質の少ない空気環境を維持することを視野にいれて検討を行う。 

 

５－４ ＺＥＢ指針、せたがやグリーンインフラガイドライン、座れる場づくりガイド
ライン、インフラ計画、脱炭素、木材利用 

（１）ＺＥＢ指針 

環境に対する配慮として、施設整備にあたっては「公共施設省エネ・再エネ指
針」「世田谷区公共建築物ＺＥＢ指針」の基本的な考え方に準拠する。 

（２）せたがやグリーンインフラガイドライン 

せたがやグリーンインフラガイドライン令和６年３月実践編における「公共施
設（庁舎、学校、保育園、福祉施設、区営住宅等）」の導入のイメージに基づ
き、地域特性を踏まえた雨水貯留浸透施設や植栽帯等のグリーンインフラ施設
の設置を検討する。 

（３）座れる場づくりガイドライン 

座れる場づくりガイドライン平成 30 年３月における導入のイメージに基づき、
施設の特性を踏まえたベンチ等の設置を検討する。 

（４）インフラ計画 

本敷地の周辺道路には公共インフラとして、上水、下水、都市ガス、電力、情
報通信の整備がなされており、いずれからも供給・排出が可能となっている。 

ＺＥＢやＢＣＰ対応などを設計段階で検討し、必要なエネルギーなどを引き込
みし利用する計画とする。 

（５）成城地区脱炭素地域づくり 

脱炭素に向けた率先行動や持続可能な地域づくり、気運醸成に寄与する取組み
について、地域住民をはじめ、関係者(関係事業者)とともに検討する。 

（６）木材利用 

   施設整備にあたっては、「世田谷区公共建築物における木材利用推進方針」に基
づき、建築物の木質化または木材の利用を検討する。 

 

第６章 今後のスケジュール 

令和 ７年度   基本設計（プロポーザル） 

 令和 ８年度   実施設計 

 令和 ９年度   解体・建築工事 

 令和１０年度以降 建築工事・新施設開設 
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